
○丹波篠山市防災協力事業所登録制度実施要綱 

平成１８年８月２８日 

要綱第５１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、災害発生時において事業所等が保有する資源の提供等に

より防災活動への協力を申し出た事業所等を登録し、公表することにより、

官民一体となった災害対応能力の強化を図るとともに迅速な被災者救援活動

を展開することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりと

する。 

(1) 事業所等 市内に店舗、工場、事務所等を有するもの及び市内に活動拠

点を置く団体（NPO法人及びボランティア団体を含む。）をいい、法人格の

有無を問わない。 

(2) 資源 資機材、不動産、設備、物品、人材（労務）等をいう。 

（登録手続） 

第３条 登録しようとする事業所等は、防災協力事業所登録届（様式第１号）

により市長に申し出るものとする。登録内容に変更が生じた場合も同様とす

る。 

２ 市長は、前項の規定により申し出たものに対し、登録証（様式第２号）及

び掲示用標識を交付するものとする。 

（防災協力事業所の公表） 

第４条 市長は、防災協力事業所として登録した事業所等（以下「登録事業所」

という。）の名称及び所在地等を公表することができる。 

２ 登録事業所は、掲示用標識を市民等に分かりやすい場所に掲示するものと

する。 

（市の防災事業との連携） 

第５条 登録事業所は、登録した協力内容に加え市が実施する防災事業との連

携をはじめ、可能な範囲で自発的かつ積極的な防災・減災活動を行うものと

する。 

２ 登録事業所は、前項の規定に基づき平常時、次の各号に掲げる取り組みに

努めるものとする。 

(1) 市民、顧客及び従業員への防災に関する意識啓発のための取り組み 

(2) 防災関連物品の販売等 

(3) 防災訓練、研修等への参加 

(4) その他この要綱の目的を実現するための取り組み 



３ 登録事業所は、第１項の規定に基づき災害時、次の各号に掲げる取り組み

に努めるものとする。 

(1) 登録した資源及びその他の提供可能な資源の提供 

(2) 取扱商品の適正価格での販売及び供給の安定化に努めること。 

(3) 適正単価による労務提供 

(4) その他この要綱の目的を実現するための取り組み 

（災害時の協力） 

第６条 市長は、登録事業所の登録資源情報をもとに、被災者救援の協力を要

請することができる。 

２ 登録事業所は、市長から前項に基づく要請があった場合、最大限に被災者

救援等の活動を展開するものとする。 

（情報提供） 

第７条 市長は、登録事業所に対し防災活動に必要な情報を適宜提供するもの

とする。 

（災害補償） 

第８条 登録事業所は、市長の要請に基づく活動中に従業員等が負傷したとき

は、直ちに事故発生状況等報告書（様式第３号）により市長に報告するもの

とする。 

２ 市長は、前項の報告を受けたとき、原則として丹波篠山市消防団員等公務

災害補償条例（平成１１年篠山市条例第２１１号）に基づき補償するものと

する。 

（登録の取り消し） 

第９条 事業所等は、事業の停止等により災害時の防災活動等への協力が困難

となった場合には、速やかに市長に対して、登録の取り消しを申し出るとと

もに、掲示用標識を返却しなければならない。 

２ 市長は、登録事業所が第５条に定める取り組みができなくなった場合、そ

の他、防災協力事業所としてふさわしくないと認められる場合は、その登録

を取り消し掲示用標識の返却を求めることができる。 

（連絡協議会の設置） 

第１０条 市長は、市及び登録事業所等相互の連携強化、情報交換及び連絡調

整を図るため、連絡協議会を設置することができる。 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関して必要な事項は別

に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

 


